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１．路線の位置及び状況（県内の一般国道１．路線の位置及び状況（県内の一般国道１．路線の位置及び状況（県内の一般国道１．路線の位置及び状況（県内の一般国道168号）号）号）号）

■一般国道168号は、和歌山県新宮市を起点とし、大阪府枚方市に至る延長約188ｋｍ

（奈良県域約126ｋｍ）の主要幹線道路である。

■五條新宮道路は、紀伊半島アンカールートの一部を形成し、高規格幹線道路の空白地帯で

ある紀伊半島内陸部を縦貫する極めて重要な幹線道路で、奈良県域は全線が第１次緊急輸

送道路に指定されている。

■五條新宮道路は、「奈良県新広域道路交通計画」 （R3.7策定）で、広域道路ネットワークに位置づ

けられ、新天辻工区は重要物流道路の事業区間に国土交通省より指定（R4.4）されている。

■住民の生活と安全を守る「いのちの道」として、防災面のみならず、人と物の流れを活発化し、

地域の活性化を図るうえで必要不可欠な道路である。

至和歌山県新宮市

至大阪府枚方市
一般国道一般国道一般国道一般国道168168168168号号号号

（第１次緊急輸送道路）（第１次緊急輸送道路）（第１次緊急輸送道路）（第１次緊急輸送道路）

京奈和自動車道京奈和自動車道京奈和自動車道京奈和自動車道五條五條五條五條ICICICIC 一般国道一般国道一般国道一般国道168168168168号号号号

新天辻工区新天辻工区新天辻工区新天辻工区



三重県

京都府

大阪府

和歌山県

169

168

309

165

369

166

　　　　　　高規格幹線道路・有料道路　　　　　　４車線以上　　　　　　２車線　　　　　　未改良区間事業展開箇所 　　　　　　路線の線的整備箇所　　　　　　県境凡例骨格幹線道路
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１．路線の位置及び状況１．路線の位置及び状況１．路線の位置及び状況１．路線の位置及び状況（骨格幹線道路ネットワーク）（骨格幹線道路ネットワーク）（骨格幹線道路ネットワーク）（骨格幹線道路ネットワーク）

■一般国道168号新天辻工区は、奈良県南部に位置する延長約7.2kmの道路整備事業である。

■本工区は、五條新宮道路の一部を形成し、奈良県道路整備基本計画(令和元年10月)におい

て、骨格幹線道路ネットワークにおける路線の線的整備箇所として重点的な整備を推進する

区間となっている。

骨格幹線ネットワーク

（奈良県全域）

出典：奈良県道路整備基本計画（令和元年10月改定）

一般国道一般国道一般国道一般国道168168168168号号号号新天辻工区新天辻工区新天辻工区新天辻工区L=7.2kmL=7.2kmL=7.2kmL=7.2km
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１．路線の位置及び状況（周辺の状況）１．路線の位置及び状況（周辺の状況）１．路線の位置及び状況（周辺の状況）１．路線の位置及び状況（周辺の状況）

■紀伊半島アンカールートの一部を形成する五條新宮道路は、線形が悪く、幅員狭隘区間が

多数あり、緊急輸送道路ネットワークの機能強化、医療施設へのアクセス向上、地域の活

性化、安定した交通路の確保等を目的に、国土交通省、奈良県で整備を進めている。
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奈良県
新天辻工区（県施工）新天辻工区（県施工）新天辻工区（県施工）新天辻工区（県施工）延長延長延長延長7.2km(7.2km(7.2km(7.2km(事業中）事業中）事業中）事業中）阪本工区（県施工）阪本工区（県施工）阪本工区（県施工）阪本工区（県施工）延長延長延長延長1.4km1.4km1.4km1.4km（事業中）（事業中）（事業中）（事業中）辻堂辻堂辻堂辻堂BPBPBPBP（県施工）（県施工）（県施工）（県施工）延長延長延長延長4.1km4.1km4.1km4.1km（開通済）（開通済）（開通済）（開通済）長殿道路（国施工）長殿道路（国施工）長殿道路（国施工）長殿道路（国施工）延長延長延長延長2.7km2.7km2.7km2.7km（事業中）（事業中）（事業中）（事業中）宇宮原宇宮原宇宮原宇宮原BPBPBPBP（県施工）（県施工）（県施工）（県施工）延長延長延長延長1.8km1.8km1.8km1.8km（開通済）（開通済）（開通済）（開通済）宇宮原工区（国施工）宇宮原工区（国施工）宇宮原工区（国施工）宇宮原工区（国施工）延長延長延長延長1.2km1.2km1.2km1.2km（事業中）（事業中）（事業中）（事業中）川津道路（県施工）川津道路（県施工）川津道路（県施工）川津道路（県施工）延長延長延長延長2.0km2.0km2.0km2.0km（開通済）（開通済）（開通済）（開通済）風屋川津工区（国施工）風屋川津工区（国施工）風屋川津工区（国施工）風屋川津工区（国施工）延長延長延長延長5.7km5.7km5.7km5.7km（事業中）（事業中）（事業中）（事業中）十津川道路（国施工）十津川道路（国施工）十津川道路（国施工）十津川道路（国施工）延長延長延長延長6.0km6.0km6.0km6.0km（開通済）（開通済）（開通済）（開通済）十津川道路（県施工）十津川道路（県施工）十津川道路（県施工）十津川道路（県施工）延長延長延長延長1.7km1.7km1.7km1.7km（開通済）（開通済）（開通済）（開通済）

((((起）和歌山県新宮市起）和歌山県新宮市起）和歌山県新宮市起）和歌山県新宮市

赤字：対象事業赤字：対象事業赤字：対象事業赤字：対象事業青字：事業中青字：事業中青字：事業中青字：事業中黒字：開通済黒字：開通済黒字：開通済黒字：開通済五條新宮道路五條新宮道路五條新宮道路五條新宮道路延長延長延長延長130km130km130km130km
奈良県内奈良県内奈良県内奈良県内約約約約90km90km90km90km
和歌山県内和歌山県内和歌山県内和歌山県内約約約約40km40km40km40km

五條五條五條五條ICICICIC ((((終）奈良県五條市終）奈良県五條市終）奈良県五條市終）奈良県五條市ごごごご じょうじょうじょうじょう

しんしんしんしん ぐうぐうぐうぐう
十津川道路十津川道路十津川道路十津川道路ⅡⅡⅡⅡ期（国施工）期（国施工）期（国施工）期（国施工）延長延長延長延長5.6km5.6km5.6km5.6km（事業中）（事業中）（事業中）（事業中）

◆広域図◆広域図◆広域図◆広域図 ◆位置図◆位置図◆位置図◆位置図



２．事業の概要２．事業の概要２．事業の概要２．事業の概要
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◆事業の目的◆事業の目的◆事業の目的◆事業の目的

◆事業概要◆事業概要◆事業概要◆事業概要

◆事業区間の道路構造◆事業区間の道路構造◆事業区間の道路構造◆事業区間の道路構造

・緊急輸送道路ネットワークの機能強化

・救急救命活動の支援

・観光産業の支援

・走行性・安全性の向上

現況現況現況現況 整備後整備後整備後整備後

路線名 一般国道168号新天辻工区

事業区間

奈良県五條市大塔町阪本

～奈良県五條市西吉野町阪巻

事業延長 7.2km

構造規格 第3種第2級

設計速度 60km/h

計画交通量 ※精査中

車線数 2車線

道路幅員 8.50m

事業費 ※精査中

【【【【トンネル部トンネル部トンネル部トンネル部】】】】 【【【【橋梁部橋梁部橋梁部橋梁部】】】】

7.03.5 3.58.50.75 0.75 7.03.5 3.58.50.75 0.75

（ごじょうしおおとうちょうさかもと）（ごじょうしにしよしのちょうさかまき）

平成30年 事業化

令和4年 再評価（５年経過）

◆事業の経緯◆事業の経緯◆事業の経緯◆事業の経緯

※単位（m）

【【【【新天辻新天辻新天辻新天辻ﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙ部部部部】】】】



３．上位関連計画への位置付け３．上位関連計画への位置付け３．上位関連計画への位置付け３．上位関連計画への位置付け
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上位関連計画 事業の位置付け

奈良県道路整備基本計画

（平成２６年７月策定令和元年１０月改定）

「骨格幹線ネットワーク」を構成する路線として、

重点的に整備を推進

五條市都市計画マスタープラン

（令和3年3月改定）

府県界を超えた広域的な交通・物流・交流に資

する広域連携軸に位置付け

奈良県緊急輸送道路ネットワーク計画

（平成９年３月策定（平成２９年６月見直し））

「第1次緊急輸送道路」に位置付け

近畿ブロック新広域道路交通計画（令和３年７

月策定）

広域道路ネットワークに位置づけ

奈良県新広域道路交通計画（令和３年７月策

定）

広域道路ネットワークに位置づけ

重要物流道路制度

（令和４年４月指定）

五條新宮道路が重要物流道路の候補路線に、

新天辻工区が事業区間に位置付け



161 396 2,346 2,490 2,507 2,886 1.00 1.15
0.000.200.400.600.801.001.20

01,0002,0003,0004,000
H22 H27大型 小型 対22伸び率

（台/12h） (対H22伸び率)
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４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

１）事業を巡る社会経済情勢等の変化１）事業を巡る社会経済情勢等の変化１）事業を巡る社会経済情勢等の変化１）事業を巡る社会経済情勢等の変化

◆五條市の自動車保有台数◆五條市の自動車保有台数◆五條市の自動車保有台数◆五條市の自動車保有台数

◆国道◆国道◆国道◆国道168168168168号の交通量号の交通量号の交通量号の交通量

出典：全国道路・街路交通情勢調査

◆五條市の人口◆五條市の人口◆五條市の人口◆五條市の人口

■五條市の人口は、減少傾向（対H27伸び率0.87）であるが、五條市の自動車保有台数は、大き

な変化はなく（対H27伸び率0.97）、需要の見込みや地元情勢の変化等大きな変化はない 。

■国道168号現道の交通量は、増加傾向（対H22伸び率1.15） にある。

出典：国勢調査、R4は奈良県推計人口調査

※二輪車を含まない 出典：奈良県統計年鑑
27.3 26.51.00 0.971.00 1.00

0.000.400.801.20
020

4060
H27 R2五條市 五條市伸び率 奈良県伸び率

（千台） (対H27伸び率)

減少減少減少減少

微減微減微減微減



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【緊急輸送道路ネットワークの機能強化緊急輸送道路ネットワークの機能強化緊急輸送道路ネットワークの機能強化緊急輸送道路ネットワークの機能強化】】】】
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◆奈良県緊急輸送道路ネットワーク◆奈良県緊急輸送道路ネットワーク◆奈良県緊急輸送道路ネットワーク◆奈良県緊急輸送道路ネットワーク

■一般国道168号新天辻工区は、第１次緊急輸送道路に指定されており、災害時に緊急車両の

通行を確保すべき重要な路線である。

■本工区の整備により、輸送拠点である五條ICと、災害管理対策拠点である五條市大塔支所、

野迫川村役場、十津川村役場との連携の強化を図る。

■本工区の現道区間では、平成24年から令和3年の過去10年間において30回の災害・雨量規制によ

る通行止めが発生し、通行止め時は国道169号へ大きく迂回する必要が生じる。

出典：奈良県緊急輸送道路ネットワーク図（H30.4.1）凡例凡例凡例凡例通常時ルート通常時ルート通常時ルート通常時ルート迂回ルート迂回ルート迂回ルート迂回ルート第第第第1次緊急輸送道路次緊急輸送道路次緊急輸送道路次緊急輸送道路第第第第2次緊急輸送道路次緊急輸送道路次緊急輸送道路次緊急輸送道路

発生年度 回数 日数 規制時間

H24
2 4 27:40

H25
4 6 70:10

H26
1 2 31:30

H27
1 3 35:00

H28
7 78 1693:50

H29
1 2 36:20

H30
7 11 68:25

R1
3 5 34:20

R2
2 3 47:00

R3
2 2 13:00

合計 30 116 2057:40

◆国道◆国道◆国道◆国道168168168168号現道の災害・雨量規制に号現道の災害・雨量規制に号現道の災害・雨量規制に号現道の災害・雨量規制に

よる全面通行止めよる全面通行止めよる全面通行止めよる全面通行止め

十津川村役場十津川村役場十津川村役場十津川村役場

野迫川村役場野迫川村役場野迫川村役場野迫川村役場

五條五條五條五條IC

五條市大塔支所五條市大塔支所五條市大塔支所五條市大塔支所

高野町高野町高野町高野町
新天辻工区を代新天辻工区を代新天辻工区を代新天辻工区を代

替する緊急輸送替する緊急輸送替する緊急輸送替する緊急輸送

道路がないため、道路がないため、道路がないため、道路がないため、

途絶時には大きく途絶時には大きく途絶時には大きく途絶時には大きく

迂回することを強迂回することを強迂回することを強迂回することを強

いられる。いられる。いられる。いられる。

一般国道一般国道一般国道一般国道168168168168号号号号新天辻工区新天辻工区新天辻工区新天辻工区



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【救急救命活動の支援救急救命活動の支援救急救命活動の支援救急救命活動の支援】】】】

■国道１６８号新天辻工区の現道を利用した搬送は、令和3年では60件である。

■十津川村の人工透析患者や周産期妊婦は村外の病院に通院（うち人工透析患者5名、周産期妊婦

4名が新天辻工区北側に通院）している。（令和4年7月、現在）

■新天辻工区の整備により、安定した医療サービスの提供に寄与するものと期待される。

9

◆十津川村から五條方面への医療ニーズ◆十津川村から五條方面への医療ニーズ◆十津川村から五條方面への医療ニーズ◆十津川村から五條方面への医療ニーズ【国道168号を通行し搬送した医療機関（令和3年）】 【十津川村の人工透析患者の通院先（12名・令和4年7月1日現在） 2名は近畿圏外】
【十津川村の妊婦の健診受診場所（6名・令和4年7月1日現在） 1名は近畿圏外】

通院先 人数五條市の病院 2葛城市の病院 1奈良市の病院 1天理市の病院 1新宮市の病院 5
通院先 人数橿原市の病院 3橋本市の病院 1田辺市の病院 1出典：十津川村資料： 新天辻工区北側へ通院

出典：五條消防署ヒアリング結果（R4.7）： 新天辻工区北側へ搬送
医療機関名 搬送件数南奈良総合医療センター（大淀町） 56件橋本市民病院（橋本市） 4件その他（十津川村、新宮市等へ搬送） 41件合 計 101件 ※一般的に週3回程度の透析（通院）が必要とされている。【十津川村から南奈良総合医療センターへの所要時間】十津川村 南奈良総合医療センター整備無 103分整備有 96分迂回ルート 214分新天辻工区の整備により7分短縮迂回ルートに対して108分短縮※新天辻工区は60km/hで算出出典：平成27年度全国道路･街路交通情勢調査

◆五條消防署の声◆五條消防署の声◆五條消防署の声◆五條消防署の声

出典：五條消防署ヒアリング結果（R4.7）
○新天辻工区の現道区間は、高低差が大きく且つ道路幅員が狭く急カーブも多い状況です。また、トンネルの幅員も狭く大型車両同士でのすれ違いは極めて困難な状況であり、現場到着時刻・病院到着時刻の延伸が考えられ、冬季になれば降雪及び積雪により、より一層の所要時間がかかっています。○近年では、辻堂バイパスの開通により、病院搬送時の傷病者（家族含む）の負担および、病態悪化は軽減されたものと考えています。○新天辻工区の整備により、より一層の救急出動時の安静搬送、病院到着時刻の短縮等の効果が期待できます。

五條市
十津川村

奈良県
十津川村役場十津川村役場十津川村役場十津川村役場

五條消防署五條消防署五條消防署五條消防署大塔分署大塔分署大塔分署大塔分署
橋本市民病院大阪府

和歌山県

南奈良総合医療センター（大淀町）

311

309

425

至御所市・葛城市・橿原市

至新宮市至田辺市

一般国道一般国道一般国道一般国道168168168168号号号号

新天辻工区新天辻工区新天辻工区新天辻工区

168

169

169

迂回ルート通常ルート



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点

２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果２）事業の整備効果【【【【観光産業の支援観光産業の支援観光産業の支援観光産業の支援】】】】
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■一般国道168号新天辻工区は、十津川村への観光における主要なルートである。

■平成23年9月の紀伊半島大水害では、国道168号に長期間にわたる通行規制が生じたため、

観光集客が大幅に減少した。さらに平成28年4月の大規模法面崩壊による通行止めが発生し、

宿泊者数が減少した。

■本工区の整備により、十津川エリアへのアクセスが向上し、地域の観光活性化が期待される。

◆十津川村役場の声◆十津川村役場の声◆十津川村役場の声◆十津川村役場の声

出典：十津川村役場ヒアリング結果（R4.7）

◆十津川村の観光入込客数◆十津川村の観光入込客数◆十津川村の観光入込客数◆十津川村の観光入込客数

2割減少割減少割減少割減少
※通行止めによる観光（十津川村内への宿泊者数）への影響（H28.4五條市西吉野町西野地内・70日間の通行止※） ※H28.5より仮設迂回路設置

○十津川村では「空中の村」が令和2年4月にオープンし、瀞峡（どろきょう）でのカヌーのレンタルや川舟観光かわせみの運航などにより、来客の増加が見込まれます。また、国の交付金を活用した周遊観光バスの運行をはじめるなど観光活性化を図っています。○新天辻工区が整備されれば、安全・円滑な走行できることに加え、冬季における積雪の課題が大きく改善されることから、観光入込客数の増加が期待できます。

【【【【十津川村の観光入込客数の推移十津川村の観光入込客数の推移十津川村の観光入込客数の推移十津川村の観光入込客数の推移】】】】 【【【【通行止めによる観光への影響通行止めによる観光への影響通行止めによる観光への影響通行止めによる観光への影響（宿泊者数の変化）（宿泊者数の変化）（宿泊者数の変化）（宿泊者数の変化）】】】】（千人）

瀞峡果無集落十津川温泉 湯泉地温泉歴史民俗資料館21世紀の森
笹の滝

野猿
谷瀬のつり橋

五條市

十津川村十津川村十津川村十津川村
奈良県

和歌山県

五條IC

野迫川村
309

425

169

311

168

天川村黒滝村

至 新宮市

川上村
上北山村下北山村

一般国道一般国道一般国道一般国道168168168168号号号号

新天辻工区新天辻工区新天辻工区新天辻工区

169

371

◆十津川エリアの観光地と周遊ルート◆十津川エリアの観光地と周遊ルート◆十津川エリアの観光地と周遊ルート◆十津川エリアの観光地と周遊ルート

十津川村への観光客のアクセスルートのほとんどが国道168号
泉南市・関西国際空港方面

田辺市方面
出典：十津川村役場ヒアリング結果（R4.7）



４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点４．事業の必要性等に関する視点
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◆線形不良と防災点検要対策箇所◆線形不良と防災点検要対策箇所◆線形不良と防災点検要対策箇所◆線形不良と防災点検要対策箇所

■新天辻工区に平行する現道は、線形不良箇所が多く、走行性が低い。また、見通しが悪いこ

ともあり、正面衝突などの死傷事故が発生（H23～R2の10年間で19件）している。

■現道には、地形が急峻で防災点検の要対策箇所が45箇所存在しており、落石・崩土の危険

性が高い。平成28年4月の大規模法面崩壊の際には、70日間の全面通行止が発生している。

■本工区の整備により、走行性・交通安全性の向上が期待される。

大規模法面崩壊（五條市西吉野町西野地内）※H28年4月の大規模法面崩壊により最長70日間の全面通行止めが発生）天辻峠で立ち往生する車両（平成28年1月）

新天辻トンネル手前で大型車の通過を待つ緊急車両
◆国道◆国道◆国道◆国道168168168168号現道号現道号現道号現道11.9km11.9km11.9km11.9kmの事故状況の事故状況の事故状況の事故状況

幅員が狭く見通しが悪いことから、正面衝突や追越追抜時の車両相互の事故が発生
※平成23年～令和2年の死傷事故件数の内訳（合計19件）
出典：交通事故統合データ（H23年～R2年)
追突

（3件）

正面衝突

（4件）

追越追抜時

（2件）

車両単独

（5件）

その他

（5件）

① ③

②
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○事業の投資効果

※※※※精査中精査中精査中精査中

※１ 便益・費用については、現在価値化した値である。総便益については、冬期の交通状況・災害等による通行止めの実績を反映し、算出している。※２ 残事業については、基準年の翌年度以降の残事業費及び翌年度以降の供用により発生する便益で算出している。注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

◆事業全体

◆残事業※2

（前回再評価時Ｂ／Ｃ＝１．２）
便益（Ｂ）

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益

総便益※1

費用便益比

（B/C）

費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用※1

便益（Ｂ）

走行時間

短縮便益

走行経費

減少便益

交通事故

減少便益

総便益※1

費用便益比

（B/C）

費用（Ｃ）

事業費 維持管理費 総費用※1

■算出条件等基準年 ：令和4年度検討期間 ：50年間現在価値算出のための社会的割引率交通量の推計時点 ：令和22年度推計に用いた資料 ：平成27年度全国道路･街路交通情勢調査適用した費用便益分析 ：令和4年2月版マニュアル事業費 ：事業費（残事業） ：維持管理費 ：作成主体 ：奈良県

：4％
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６．事業の進捗の見込みの視点６．事業の進捗の見込みの視点６．事業の進捗の見込みの視点６．事業の進捗の見込みの視点

■平成30年度より事業化を行い、設計・用地買収を推進している。

■令和3年度末までの進捗は、事業進捗率○○％、用地買収率8％。

■今後も引き続き用地買収を行い、早期の供用を目指す。

７．事業採択時（７．事業採択時（７．事業採択時（７．事業採択時（H30）との比較）との比較）との比較）との比較

H30H30H30H30（事業採択時）（事業採択時）（事業採択時）（事業採択時） R4R4R4R4

世帯数 13,620世帯 10,728世帯

人口 30,001人 26,872人

五條市

H22H22H22H22 H27H27H27H27

交通量 2,507台/12ｈ 2,886台/12ｈ

国道168号

新天辻工区

H30H30H30H30（事業採択時）（事業採択時）（事業採択時）（事業採択時） R4R4R4R4

事業進捗率 －

用地取得率 － 約8％

事業費 約221億円

事業計画等

H30H30H30H30（事業採択時）（事業採択時）（事業採択時）（事業採択時） R4R4R4R4

事業全体 1.2

残事業 －

費用便益比

※世帯数・人口は各年4月1日時点

※※※※精査中精査中精査中精査中

※※※※精査中精査中精査中精査中

※※※※精査中精査中精査中精査中
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７．事業採択時（７．事業採択時（７．事業採択時（７．事業採択時（H30）との比較）との比較）との比較）との比較

◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由

前回評価時（H30） ：約221億円 Ｂ／Ｃ：１．２

今回評価時（R4） ：○○億円 Ｂ／Ｃ：○○

■新天辻工区の事業費は、新規事業採択時に概略設計により算出。

■その後の地質調査や、詳細設計の結果により、事業費全体で約○○億円の増額を確認。

変更理由 変更金額

１

地質調査結果による増額

①仮橋構造の見直し

②下部工の杭長ならびに杭径の変更 他

＋○○円

２

その他の事由による増額

③施工機械の大型化により必要となった進入路拡幅工事の追加 他 ＋○○円

３

補償調査結果による増額

④支障物件における移転補償費算定結果による変更 ＋○○円

４

環境調査の追加による増額

⑤地元協議を踏まえた環境調査（水文調査など）の追加 ＋○○円

５

コスト縮減

⑥高強度材料を採用することによる下部工の規模縮小

⑦作業ヤード造成時において、一部盛土工の採用

⑧竹割型構造物掘削工法を採用することによる地山改変規模縮小

－○○円

合計 ＋○○円

※※※※精査中精査中精査中精査中



７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

15

◆変更箇所位置図◆変更箇所位置図◆変更箇所位置図◆変更箇所位置図

①仮橋構造の見直し

②下部工の杭長ならびに杭径の変更

③施工機械の大型化により必要となった進入路拡幅工事の追加

④支障物件における移転補償費算定結果による増額

⑤地元協議を踏まえた環境調査（水文調査など）の追加

⑥第１号橋梁の高強度材料を採用による下部工事の規模縮小

⑦作業ヤード造成時において、一部盛土工の採用することによる変更

⑧法面切土に竹割型構造物掘削工法を採用することによる変更

①⑦

②⑥⑧

③

④

◆変更理由◆変更理由◆変更理由◆変更理由
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７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由

１．①地質調査結果による増額１．①地質調査結果による増額１．①地質調査結果による増額１．①地質調査結果による増額 仮橋構造の見直しによる増額仮橋構造の見直しによる増額仮橋構造の見直しによる増額仮橋構造の見直しによる増額 （（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

当初当初当初当初：急峻な山岳地であり、周辺の地形や露岩状況から支持層を１０ｍと想定。

変更変更変更変更：ボーリング調査の結果、支持層が約３０ｍと深い位置に確認されたため、根入れ長を変更。

①露岩状況 ②露岩状況 側面図
玉石混玉石混玉石混玉石混じりじりじりじり（（（（（（（（盛土盛土盛土盛土））））約約約約３０３０３０３０ｍｍｍｍ

支持層支持層支持層支持層

平面図 市道立川渡永谷線市道立川渡永谷線市道立川渡永谷線市道立川渡永谷線 Ｎ

２号トンネル南抗口２号トンネル南抗口２号トンネル南抗口２号トンネル南抗口
１号橋梁１号橋梁１号橋梁１号橋梁

地質縦断図（１－１）

支持層支持層支持層支持層

盛土層盛土層盛土層盛土層

約約約約30m30m30m30m

当初支持層当初支持層当初支持層当初支持層

10m10m10m10m

５０ｔ２００ｔクレーン規格施工機械
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７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由

当初当初当初当初：急峻な山岳地であり、周辺の地形や露岩状況から支持層を想定した。

変更変更変更変更：ボーリング調査の結果、支持層が深い位置に確認されたため、杭基礎の杭長ならびに杭径を変更する。

１．②地質調査結果による増額１．②地質調査結果による増額１．②地質調査結果による増額１．②地質調査結果による増額 下部工の杭長ならびに杭径の変更による増額下部工の杭長ならびに杭径の変更による増額下部工の杭長ならびに杭径の変更による増額下部工の杭長ならびに杭径の変更による増額 （（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

VCL=50.000mVCR=4840m
終点側坑口No.256+13.0 A1 A2M M▽307.9 ▽291.1

第1号トンネル 1:0.51:0.8
推定支持層線 B1-5 B1-7B1-6 B1-8B1-9 B1-10B1-11 B1-12B1-13B1-4 3000 1:0.5NO.280+ 3.0起点側坑口(1:1.NO.257+1.0 NO.279+10.5

600010000 9501200011500深礎杭φ3500（前列）山側L=11.0m n=1本谷側L=13.5m n=1本3000 3400060004000 265006000 4000 260006000 4000 250006000 400029000 3000 5000P1 P2 P3 P4 P5
L=10.0m大口径深礎杭φ10000 L=18.0m大口径深礎杭φ10000 L=15.0m大口径深礎杭φ10000 L=14.0m大口径深礎杭φ10000 L=12.0m大口径深礎杭φ11000

30012002752753501150 11251125橋長 449500桁長 224125支間長 64000 支間長 104000 支間長 53850 桁長 224175 支間長 64000支間長 104000支間長 53850PC3径間連続ラーメン箱桁 橋長 224750 PC3径間連続ラーメン箱桁 橋長 224750R R R RMM
NO.268+5.75

CM CHDH～CL DH～CL CH CH CH
BDt DH～CLCMDH～CL shDt B Dt shCMCMDH～CLCMCM Dt DtSh ShDtCMDt shshshShSh Gs Gs CMCM CHCH DH～ CL CH CH DM DH～CLDH～CLDMDM CM CM CHCH

DM 1:0.61:0.6 深礎杭φ3500（後列）山側L=13.0m n=1本谷側L=15.5m n=1本
推定支持層線推定支持層線推定支持層線推定支持層線

①露岩状況

変更側面図

橋脚
P1 φ7500 ⇒ φ10000 7.5 m ⇒ 10.0 m 1 本
P2 φ7500 ⇒ φ10000 14.5 m ⇒ 18.0 m 1 本
P3 φ7500 ⇒ φ10000 7.5 m ⇒ 15.0 m 1 本
P4 φ7500 ⇒ φ10000 7.5 m ⇒ 14.0 m 1 本
P5 φ7500 ⇒ φ11000 7.5 m ⇒ 12.0 m 1 本

杭本数杭径 杭⻑

Ｐ１ Ｐ２ Ｐ３ Ｐ４ Ｐ５

当初側面図 NO.268+8.25
大口径深礎杭φ7500L=7500 大口径深礎杭φ7500L=14500 大口径深礎杭φ7500L=7500

NO.257+8.0終点側坑口No.256+13.0A1 P1 P2 P3 A2P4 P5 NO.279+8.5
深礎杭φ2500L=3000 n=4本 深礎杭φ2500前杭L=8500 n=2本後杭L=10500 n=2本M R R M R R M▽277.8▽302.4 ▽290.8▽284.8 ▽277.6 ▽278.5 ▽274.9

第1号トンネル 1:0.51:0.8
L=7500大口径深礎杭φ7500 L=7500大口径深礎杭φ7500M 1:0.51:0.5 B1-14

橋長 440500
23500235002900032000 6000 60006000 6000 3000150009000 300011500 9800

支間長 57750 支間長 101750 支間長 58125 支間長 58125 支間長 101750 支間長 57750PC3径間連続ラーメン箱桁 橋長 220250 PC3径間連続ラーメン箱桁 橋長 22025030003000 21500
750750375 375 桁長 219125桁長 219125750750 7507504000 4000 4000 4000 40003000 第1:0.5NO.280+ 3.0起点側坑口 (1:1.5)

当初支持層線当初支持層線当初支持層線当初支持層線

約約約約10m

約約約約1m
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７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由

２．③その他設計変更による増額２．③その他設計変更による増額２．③その他設計変更による増額２．③その他設計変更による増額 施工機械の大型化により必要となった進入路拡幅工事の追加

による増額による増額による増額による増額（（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

変更変更変更変更：１．①について、杭長が長くなったことにより、現道（緑線）を重機や資機材等の搬入を行う際、工事に必要な重機の規模が大きい

ことから、現道を拡幅する必要が判明したため、追加工事を実施する。想定車両想定車両想定車両想定車両
平面図平面図平面図平面図

代表箇所代表箇所代表箇所代表箇所 208400 350 6000958 6958600 2000 40030002 12500横断図（代表箇所）横断図（代表箇所）横断図（代表箇所）横断図（代表箇所）代表箇所代表箇所代表箇所代表箇所
1工区工区工区工区

2工区工区工区工区

3工区工区工区工区

50tﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ
当初車両当初車両当初車両当初車両

第第第第２２２２号号号号ﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙ工事用進入路入口工事用進入路入口工事用進入路入口工事用進入路入口 第第第第２２２２号号号号ﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙﾄﾝﾈﾙ坑口坑口坑口坑口（起点側）（起点側）（起点側）（起点側） ：拡幅必要箇所：拡幅必要箇所：拡幅必要箇所：拡幅必要箇所

18

2
9
9
0

3
7
0
0

16890

12300



19

７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由◆事業費増加の理由

４．⑤測量試験費４．⑤測量試験費４．⑤測量試験費４．⑤測量試験費 地元協議を踏まえた環境調査（水文調査など）の追加による増額（（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

現地調査の結果、個人もしくは地元自治会にて水源を管理し、その水源を生活水として、使用されていることが判明した。

トンネル工事の影響により、渇水する可能性があることから、工事前及び工事中も含めて、状況を把握する必要があるため、水量観測を

追加。 紀の川流域紀の川流域紀の川流域紀の川流域 熊野川流域
宗川

熊野川天辻地区天辻地区天辻地区天辻地区永谷地区永谷地区永谷地区永谷地区
（個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）

：取水箇所：取水箇所：取水箇所：取水箇所：流域界：流域界：流域界：流域界：川・沢：川・沢：川・沢：川・沢

（工場）（工場）（工場）（工場） （工場）（工場）（工場）（工場） （個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）
（個人宅）（個人宅）（個人宅）（個人宅）



【柱】 橋軸4.0m×直角9.0m，D51×2段  【深礎】 φ11.0m×13.0m 【柱】 橋軸4.0m×直角6.0m，D51×2段  【深礎】 φ9.5m×13.0m普通材料 （SD345，σck=24N/mm2) 高強度材料 （SD490，σck=30N/mm2)

4000 φ11000
576

9000

CL9430

1000 9000 100017522
L=13.0m n=1本大口径深礎杭φ11000

5.000%6000
34000 4000 φ9500

1144
6000

CL

L=13.0m n=1本大口径深礎杭φ9500

9430

1750 6000 175016432

5.000%6000
34000
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７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆コスト縮減◆コスト縮減◆コスト縮減◆コスト縮減

５．⑥５．⑥５．⑥５．⑥高強度材料を採用することによる下部工の規模縮小（（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

普通材料 （SD３４５，σck=24N/mm2）にて検討したところ、下部構造の規模が大きくなる（標準案）ことが判明したため、

高強度材料（SD４９０，σck=30N/mm2)を採用することにより、下部工の規模を縮小（例（幅）：９ｍ→６ｍ）させることができた。（見直し案）標準案 見直し案
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７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆コスト縮減◆コスト縮減◆コスト縮減◆コスト縮減

５．⑦５．⑦５．⑦５．⑦作業ヤード造成時において、一部盛土工の採用（（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

1：500 1：100
310.000
315.000
320.000
325.000
330.000

Co Co Co Co
As

石

305.000

VCR=380mVCL= 20m VCR=300mVCL= 20m VCR=190mVCL= 20m
VCR=290mVCL= 20mVCR=110mVCL= 10m１号仮橋縦断図縦断図縦断図縦断図(A-A’)

仮橋→盛土

平面図平面図平面図平面図

１号仮橋区間
仮橋→盛土 仮橋→盛土

A

A’

約３０ｍ

約４０ｍ

仮橋→盛土

谷部については、橋梁形式（仮橋）による構造だけではなく、盛土構造を一部採用することによりコスト縮減をはかる。
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７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（７．再評価時（R1）との比較）との比較）との比較）との比較

◆コスト縮減◆コスト縮減◆コスト縮減◆コスト縮減

５．⑧５．⑧５．⑧５．⑧竹割型構造物掘削工法を採用することによる地山改変規模縮小（（（（C=C=C=C=○○百万円）○○百万円）○○百万円）○○百万円）

橋脚施工時における施工基面までの切り下げを行うにあたり、地山改変量を抑えることができる竹割型構造物掘削工法採用により、

コスト縮減をはかる。 標準案

見直し案
施工基面

施工基面
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８．コスト縮減や代替案立案等の可能性及び事業完８．コスト縮減や代替案立案等の可能性及び事業完８．コスト縮減や代替案立案等の可能性及び事業完８．コスト縮減や代替案立案等の可能性及び事業完

了後の良好な公共サービス提供の視点了後の良好な公共サービス提供の視点了後の良好な公共サービス提供の視点了後の良好な公共サービス提供の視点

◆コスト縮減に配慮した施工◆コスト縮減に配慮した施工◆コスト縮減に配慮した施工◆コスト縮減に配慮した施工

◆事業完了後の良好な公共サービス提供◆事業完了後の良好な公共サービス提供◆事業完了後の良好な公共サービス提供◆事業完了後の良好な公共サービス提供

現在、設計を推進し、設計が完了したところから用地買収を行っており、地元の

方々のご理解を得ながら事業を推進しているため、代替案の検討は行わない。

◆代替案立案等の可能性◆代替案立案等の可能性◆代替案立案等の可能性◆代替案立案等の可能性

供用開始時に、道路を利用される方々が安全で快適に利用していただけるよう、

引き続き関係機関協議等を着実に実施する。

トンネル施工に伴う進入路を仮橋から一部盛土を採用することや橋梁下部工に高

強度材料を採用することにより、コスト縮減が期待される。

今後も、技術の進展に伴う新技術・新工法の採用など、コスト縮減に努めながら引

き続き事業を推進する。



９．対応方針（案）９．対応方針（案）９．対応方針（案）９．対応方針（案）
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●緊急輸送道路ネットワークの機能強化

●観光産業の支援

●医療活動の支援

●走行性・交通安全性の向上

●道路交通の信頼性の向上

以上について達成される

⇒ 当初事業採択時から必要性は変化していないことを確認

３．事業進捗の見込みの視点

一般国道168号新天辻工区は、事業の必要性等に関する視点、事業の効率性に関する

視点、事業進捗の見込みの視点から継続が妥当と判断できる。

引き続き事業を推進し、早期の事業完了を目指すことが適切である。

１．事業の必要性等に関する視点

●現在、用地買収と並行してバイパス区間の設計が一部完了。

●引き続き設計および用地買収を推進し、早期の工事着手を目指す。

２．事業の効率性に関する視点

●費用便益比（Ｂ／Ｃ）は事業全体で○○、残事業で○○

⇒ 事業効果を確認後、記載。

事 業 継 続

※※※※精査中精査中精査中精査中

※事業効果を確認のうえ、問題

なければ事業継続としたい。


